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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内周面により形成された略円筒状の貫通孔を中央に有し、略円板形状に形成され、外周
部に回転伝達部を含む回転伝達部材と；
　前記貫通孔よりも軸方向長が大きく、略円形筒状に形成され、前記貫通孔に圧入された
内側部材と；を備えた回転伝達組立体であって、
　前記内側部材の両端部は、突出部分として、前記回転伝達部材の前記内周面の端部から
突出しており、前記突出部分の少なくとも一部は、塑性変形により、前記内周面の直径よ
りも径方向外方に張り出しかつ前記内周面の端部に密着し、前記回転伝達部材および前記
内側部材の少なくともいずれかが、粉末成形および焼結により製造された焼結部材であり
、
　前記内側部材の各端部の内面には、面取り角度が互いに異なる複数の面取り部が形成さ
れている。
【請求項２】
　回転伝達部材と内側部材とを備えた、粉末成形および焼結により製造された焼結部材で
ある回転伝達組立体を組立てる方法であって、
　前記回転伝達部材は、内周面により形成された略円筒状の貫通孔を中央に有し、略円板
形状に形成され、外周部に回転伝達部を含み、前記内側部材は、前記貫通孔よりも軸方向
長が大きく、前記環状面の内径より外径が大きく、略円筒状の貫通した中心孔を有する略
円形筒状に形成されており、該方法は、
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　前記内側部材を前記回転伝達部材の前記貫通孔に圧入し、前記内側部材の両端を突出部
分として前記貫通孔から突出させる段階と；
　前記両突出部分の少なくとも一部を、前記内周面の直径よりも径方向外方に張り出しか
つ前記内周面の端部に密着するように塑性変形させる段階と；を含み、
　前記両突出部分を塑性変形させる前記段階は、最大外径が前記内側部材の前記中心孔の
直径より大きい円錐面を有する２つ工具を、前記中心孔に押し込むことにより行われる。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、前記内側部材の両端部内周は第１の面取り部を有し、
前記２つの工具の各円錐面の頂角は、前記第１の面取り部を規定する円錐面の頂角より小
さく、前記両突出部分を塑性変形させる前記段階において、前記内側部材の両端部内周に
は前記第１の面取り部とは面取り角度が異なる第２の面取り部が形成される。
【請求項４】
　第１端部から第２端部まで延在する内周面により形成された略円筒状の貫通孔を中央に
有し、略円板形状に形成され、外周部に回転伝達部を含む回転伝達部材と；
　前記貫通孔に圧入された内側部材と；を備えた前記回転伝達部材および前記内側部材の
少なくともいずれかが、粉末成形および焼結により製造された焼結部材である回転伝達組
立体であって、
　前記回転伝達部材の前記内周面は、前記第１端部に隣接して配置された滑らかな環状面
と、前記環状面を基準として径方向内方に突出しかつ前記環状面の一端から前記第２端部
まで直線状に延在する複数の凸条と、を含み、
　前記内側部材と前記回転伝達部材は、前記凸条の延在範囲において互いに噛み合い、前
記環状面の延在範囲において互いに面接触し、前記内側部材の一端部は、突出部分として
、前記内周面の前記第２端部から突出しており、前記突出部分の少なくとも一部は、塑性
変形により、前記内周面の直径よりも径方向外方に張り出しかつ前記内周面の前記第２端
部に密着しており、
　前記内側部材の各端部の内面には、面取り角度が互いに異なる複数の面取り部が形成さ
れている。
【請求項５】
　回転伝達部材と内側部材とを備えた前記回転伝達部材および前記内側部材の少なくとも
いずれかが、粉末成形および焼結により製造された焼結部材である回転伝達組立体を組立
てる方法であって、
　前記回転伝達部材は、内周面により形成された略円筒状の貫通孔を中央に有し、略円板
形状に形成され、外周部に回転伝達部を含み、前記回転伝達部材の前記内周面は、該内周
面の第１端部に隣接して配置された滑らかな環状面と、前記環状面を基準として径方向内
方に突出しかつ前記環状面の一端から該内周面の第２端部まで直線状に延在する複数の凸
条と、を備え、前記内側部材は、前記環状面の内径より直径が大きくかつ滑らかな外周面
を有する略円筒状に形成されており、該方法は、
　前記内側部材を前記回転伝達部材の前記内周面の前記第１端部に隣接して配置する段階
と；
　前記内側部材を前記回転伝達部材の前記貫通孔に圧入し、前記内側部材の一端を突出部
分として前記内周面の前記第２端部から突出させる段階と；
　前記突出部分の少なくとも一部を、前記内周面の直径よりも径方向外方に張り出しかつ
前記内周面の端部に密着するように塑性変形させる段階と；を含み、
　前記内側部材は、略円筒状の貫通した中心孔を有する略円形筒状に形成されており、前
記突出部分を塑性変形させる前記段階は、最大外径が前記内側部材の前記中心孔の直径よ
り大きい円錐面を有する工具を、前記中心孔に押し込む拡径工程により行われる。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法であって、内側部材の前記突出部分は内側に第１の面取り部を有
し、前記工具の前記円錐面の頂角は、前記第１の面取り部を規定する円錐面の頂角より小
さく、前記拡径工程において、前記内側部材の前記突出部分の内側には、前記第１の面取
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り部とは面取り角度が異なる第２の面取り部が形成される。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外周部に設けられた回転伝達部によって互いに回転運動を伝達し合う歯車等
の回転伝達組立および回転伝達組立体を組み立てる方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、減速機に用いられる遊星歯車機構におけるプラネタリギヤのように、歯車部材等の
回転伝達部材と軸受等の円柱状部材とからなる部品は、両部材が回転力で互いに回転しな
いように、キー溝、スプライン、ローレット、圧入等の手段により固定されている。
しかしながら、キー溝やスプラインのような形状は、両部材の内周面と外周面のそれぞれ
に形成しなければならないため、製造コストがかかるという問題がある。また、キー溝の
場合、キー部材を別途製造して３つの部材を組み立てなければならず、さらに組立コスト
も嵩むという問題もある。
また、単なる圧入やキー溝、スプライン、平目ローレットでは抜け止め機能が得られない
ため、スラスト方向に力を受ける回転伝達部材には用いることができない。さらに、抜け
止め機能を有する綾目ローレットは、通常の粉末のプレス成形で形成することができない
形状であって、粉末冶金法を採用することができないため、安価に大量生産することが求
められる軸受や歯車には不向きである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、低コストで大量生産が可能であ
って、回転止めおよび抜け止めの機能を有する回転伝達組立体および回転伝達組立体を組
み立てる方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記の課題を解決するために、本発明は、内周面により形成された略円筒状の貫通孔を
中央に有し、略円板形状に形成され、外周部に回転伝達部を含む回転伝達部材と；前記貫
通孔よりも軸方向長が大きく、略円形筒状に形成され、前記貫通孔に圧入された内側部材
と；を備えた回転伝達組立体を提供する。この回転伝達組立体において、前記内側部材の
両端部は、突出部分として、前記回転伝達部材の前記内周面の端部から突出しており、前
記突出部分の少なくとも一部は、塑性変形により、前記内周面の直径よりも径方向外方に
張り出しかつ前記内周面の端部に密着しており、前記内側部材の各端部の内面には、面取
り角度が互いに異なる複数の面取り部が形成されている。
　上記回転伝達組立体によれば、内側部材の両端部は、突出部分として、回転伝達部材の
内周面の端部から突出しており、前記突出部分の少なくとも一部は、塑性変形により、前
記内周面の直径よりも径方向外方に張り出しかつ前記内周面の端部に密着している。すな
わち、内側部材の両突出部分の間に回転伝達部材が挟まれているので、両部材の軸方向ズ
レを防止することができる。
　また、内側部材の中心孔に複数段面取りが施されているので、この中心孔に挿入される
シャフトが内側部材の鋭角な角部形状により削られたりして損傷するのを防止することが
できる。
　したがって、この回転伝達組立体によれば、回転方向および軸方向のズレによる駆動ロ
スや部品損傷が生じにくく、回転力を確実に伝達することができる。また、このような形
状の回転伝達部材および内側部材は、それぞれ粉末プレスよる成形が可能であるので、低
コストで大量生産ができる焼結により製造することができる。さらに、回転伝達部材と内
側部材との係合構造がコンパクトであるので、回転伝達組立体の小型化を実現することが
できる。



(4) JP 4642465 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

　本発明は、また、回転伝達部材と内側部材とを備えた回転伝達組立体を組立てる方法を
提供する。この場合、前記回転伝達部材は、内周面により形成された略円筒状の貫通孔を
中央に有し、略円板形状に形成され、外周部に回転伝達部を含み、前記内側部材は、前記
貫通孔よりも軸方向長が大きく、前記環状面の内径より外径が大きく、略円筒状の貫通し
た中心孔を有する略円形筒状に形成されている。本発明の方法は、前記内側部材を前記回
転伝達部材の前記貫通孔に圧入し、前記内側部材の両端を突出部分として前記貫通孔から
突出させる段階と；前記両突出部分の少なくとも一部を、前記内周面の直径よりも径方向
外方に張り出しかつ前記内周面の端部に密着するように塑性変形させる段階と；を含み、
　前記両突出部分を塑性変形させる前記段階は、最大外径が前記内側部材の前記中心孔の
直径より大きい円錐面を有する２つ工具を、前記中心孔に押し込むことにより行われる。
　上記方法において、前記内側部材の両端部内周は第１の面取り部を有し、前記２つの工
具の各円錐面の頂角は、前記第１の面取り部を規定する円錐面の頂角より小さく、前記両
突出部分を塑性変形させる前記段階において、前記内側部材の両端部内周には前記第１の
面取り部とは面取り角度が異なる第２の面取り部が形成されるようにしてもよい。
　上記方法によれば、内側部材の中心孔に２段面取り形状を形成することにより、シャフ
トの挿入性が良好になり、またシャープエッジがなくなるので、ここに挿入されるシャフ
トが傷つくことを防止できる。
　また、貫通孔から突出した内側部材の突出部分の外径を、貫通孔の内径よりも大きくす
ることにより、内側部材が回転伝達部材（貫通孔）に対して軸方向にずれることを防止で
きる。
　また、上記方法によれば、２段面取り形状の形成と内側部材の突出部分を拡径する塑性
変形工程とを同時に行うことができるので、容易かつ迅速に回転伝達部材と内側部材とを
組み付け固定することができる。
　上記方法によれば、第１の面取り部よりも鋭角な円錐面を中心孔に押し込むだけで、内
側部材の中心孔内周面の２段面取り形状の形成と、突出部分の拡径とを同時に行うことが
できるので、より作業性よく両部材を固定することが可能となる。
　本発明は、また、第１端部から第２端部まで延在する内周面により形成された略円筒状
の貫通孔を中央に有し、略円板形状に形成され、外周部に回転伝達部を含む回転伝達部材
と；前記貫通孔に圧入された内側部材と；を備えた回転伝達組立体を提供する。この回転
伝達組立体において、前記回転伝達部材の前記内周面は、前記第１端部に隣接して配置さ
れた滑らかな環状面と、前記環状面を基準として径方向内方に突出しかつ前記環状面の一
端から前記第２端部まで直線状に延在する複数の凸条と、を含み、前記内側部材と前記回
転伝達部材は、前記凸条の延在範囲において互いに噛み合い、前記環状面の延在範囲にお
いて互いに面接触し、前記内側部材の一端部は、突出部分として、前記内周面の前記第２
端部から突出しており、前記突出部分の少なくとも一部は、塑性変形により、前記内周面
の直径よりも径方向外方に張り出しかつ前記内周面の前記第２端部に密着しており、前記
内側部材の各端部の内面には、面取り角度が互いに異なる複数の面取り部が形成されてい
る。
　上記回転伝達組立体によれば、圧入による固定に加えて、さらに、圧入された内側部材
の外周面に凸条が食い込むことによって、回転伝達部材と内側部材とが強固に固定される
。
　また、圧入方向前方側で、内側部材の突出部分の少なくとも一部が塑性変形により回転
伝達部材の内周面の直径よりも径方向外方に張り出しているので、内側部材が回転伝達部
材に対して圧入方向後方にずれることを防止できる。
　したがって、相互に回転力を受ける回転伝達部材と内側部材とをコンパクトに係合させ
、軸方向にも滑りなく、一体に回転させることが可能になる。
　また、凸条が、軸受部材の回転部材に対する圧入方向後方側の端面で軸受部材に対して
当接して軸受部材の前方への移動を規制するので、後方への移動を規制する塑性変形とと
もに、圧入方向の前後方向に対する両部材のズレを効果的に防止することができる。
　また、複数段面取りが施されていることにより、中心孔に挿入されるシャフトが軸受部
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材の鋭角な角部形状により削られたりして損傷するのを防止することができる。
　本発明は、また、回転伝達部材と内側部材とを備えた回転伝達組立体を組立てる方法を
提供する。この場合、前記回転伝達部材は、内周面により形成された略円筒状の貫通孔を
中央に有し、略円板形状に形成され、外周部に回転伝達部を含み、前記回転伝達部材の前
記内周面は、該内周面の第１端部に隣接して配置された滑らかな環状面と、前記環状面を
基準として径方向内方に突出しかつ前記環状面の一端から該内周面の第２端部まで直線状
に延在する複数の凸条と、を備え、前記内側部材は、前記環状面の内径より直径が大きく
かつ滑らかな外周面を有する略円筒状に形成されている。本発明の方法は、前記内側部材
を前記回転伝達部材の前記内周面の前記第１端部に隣接して配置する段階と；前記内側部
材を前記回転伝達部材の前記貫通孔に圧入し、前記内側部材の一端を突出部分として前記
内周面の前記第２端部から突出させる段階と；前記突出部分の少なくとも一部を、前記内
周面の直径よりも径方向外方に張り出しかつ前記内周面の端部に密着するように塑性変形
させる段階と；を含み、前記内側部材は、略円筒状の貫通した中心孔を有する略円形筒状
に形成されており、前記突出部分を塑性変形させる前記段階は、最大外径が前記内側部材
の前記中心孔の直径より大きい円錐面を有する工具を、前記中心孔に押し込む拡径工程に
より行われる。
　上記方法において、前記内側部材の前記突出部分は内側に第１の面取り部を有し、前記
工具の前記円錐面の頂角は、前記第１の面取り部を規定する円錐面の頂角より小さく、前
記拡径工程において、前記内側部材の前記突出部分の内側には、前記第１の面取り部とは
面取り角度が異なる第２の面取り部が形成されてもよい。
　上記方法によれば、貫通孔から突出した内側部材の突出部分の外径を貫通孔の内径より
も大きくすることにより、内側部材が回転部材（貫通孔）に対して軸方向にずれないよう
に固定することができる。
　また、中心孔に２段面取り形状を形成することにより、内側部材（貫通孔）へのシャフ
トの挿入性が良好となる。また中心孔にシャープエッジがなくなるので、内側部材へシャ
フトを傷つけずに挿入できる。
　また、上記方法によれば、２段面取り形状の形成と内側部材の突出部分を拡径する加工
とを同時に行うことができるので、容易かつ迅速に回転伝達部材と内側部材とを組み付け
固定することができる。
　また、上記方法によれば、第１の面取り部よりも鋭角な円錐面を有する拡径用工具を中
心孔に押し込むだけで、内側部材の中心孔内周面の２段面取り形状の形成と突出部分の拡
径とを同時に行うことができるので、より作業性よく回転伝達部材と内側部材とを固定す
ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
以下、本発明の第１実施形態について図１～図５を参照して説明する。
図１は、本発明の第１実施形態による回転伝達部材である歯車部材１０と、この歯車部材
１０に嵌合する内側部材である軸受部材２０とを示す断面図である。この軸受部材２０を
歯車部材１０に取り付けて構成される回転伝達組立体である軸受付回転伝達部材３０（図
２）は、減速機等に用いられる図４に示すような遊星歯車機構４０のプラネタリギヤであ
って、軸受部材２０の内側に回転支軸を挿入して使用される。そのため、歯車部材１０は
歯車に好適な高強度の材質で形成され、軸受部材２０は回転支軸に対する摺動性が良好な
材質で形成されることが好ましい。
歯車部材１０は、外周面に歯車形状を有し、軸線Ｏ方向に貫通する貫通孔としての圧入孔
１１が形成されている。この圧入孔１１は、略円筒形状の圧入面１３により形成され、圧
入面１３は、滑らかな環状面１３ａと、環状面１３ａを基準として径方向内方に突出する
ように周方向に次々と設けられた複数の凸条（突起状部）１２ａとを備えている。圧入面
１３の両端には、座グリ部１１Ａと面取り部１１Ｂとが形成されている。
複数の凸条１２ａは、周方向に均等に配置され（本第１実施形態では１０°毎に１８本）
、圧入孔１１の座グリ部１１Ａ側一端から面取り部１１Ｂ側他端へ向かい圧入面１３の途
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中まで設けられている。なお、本第１実施形態の歯車部材１０では、環状面１３ａの内径
、すなわち、圧入孔１１の直径を１０ｍｍとして、この環状面１３ａに対する各凸条１２
ａの高さが０．５～１０μｍとなるように形成されている。また、各凸条１２ａ間の圧入
面１２ｂは、環状面１３ａと同一径となっている。
軸受部材２０は、この圧入面１３，１２ｂに対してわずかに大きい外周面２０ａを有する
円筒状に形成されている。
以上のように形成された歯車部材１０および軸受部材２０の組み付けと、両部材を組み付
けてなるプラネタリギヤ３０について説明する。
軸受部材２０は、図１に示すように凸条１２ａが形成されていない面取り部１１Ｂ側から
凸条１２ａが形成されている側へ（図１の左方から右方へ）向けて、圧入孔１１に圧入さ
れる。このとき、軸受部材２０の外周面２０ａは、まず面取り部１１Ｂに案内されて圧入
面１３の滑らかな環状面１３ａに嵌められ、傾きなく圧入孔１１に組み合わされる。
そして、軸受部材２０がさらに圧入孔１１に押し込まれると、図２に示すように、圧入面
１２ｂで締め付けられると同時に各凸条１２ａが食い込んだ外周面２０ａに噛合部２０ｂ
が形成される。これにより、図２に示すように歯車部材１０と軸受部材２０とは、圧入面
１３，１２ｂと外周面２０ａとの締まり嵌めおよび各凸条１２ａと噛合部２０ｂとからな
る噛み合い形状で固定される状態となる。
このように組み付けられることにより、回転方向および軸方向のズレを防止できるプラネ
タリギヤ３０が形成される。すなわち、凸条１２ａと噛合部２０ｂとの噛み合いが回り止
めとなるだけでなく、図２に示す軸方向右方への力が軸受部材２０に対して加えられたと
きには、凸条１２ａの端面１２ｃが噛合部２０ｂの端面２０ｃに当接し、ズレ止めとなる
。この状態から軸受部材２０を歯車部材１０に対して軸方向右方へ移動させるためには、
凸条１２ａの端面１２ｃが軸受部材２０の外周面を削り込むのに必要な力に打ち勝つ大き
な力が必要である。
なお、図では凸条１２ａと噛合部２０ｂとからなる噛み合い形状を、説明のため誇張して
大きく図示しているが、噛み合い形状の高低差が上述したように０．５～１０μｍ程度で
あっても回転方向および軸方向のズレを防止する効果を十分に得ることができる。
【０００６】
以下、本発明の第２実施形態について図６～図１０を参照して説明する。
図５は、本発明の第２実施形態による軸受付回転伝達部材（プラネタリギヤ）１３０を構
成する歯車部材（回転伝達部材）１１０および軸受部材１２０を示す断面図である。軸受
部材１２０を歯車部材１１０に取り付けて構成されるプラネタリギヤ１３０（図７）は、
減速機等に用いられる図１０に示すような遊星歯車機構（歯車機構）１４０において、軸
受部材１２０の中心孔１２１に回転支軸を挿入して使用される。そのため、歯車部材１１
０は歯車に好適な高強度の材質で形成され、軸受部材１２０は回転支軸に対する摺動性が
良好な材質で形成されることが好ましい。また、これら歯車部材１１０および軸受部材１
２０は、粉末成形および焼結により、安価に大量生産が可能である。
歯車部材１１０は、図５に示すように、外周面に歯車形状を有し、軸線Ｏ方向に貫通する
貫通孔としての圧入孔１１１が形成されている。この圧入孔１１１の内周面には、圧入孔
１１１の径方向内方に突出して軸方向に延びる凸条１１２ａが、周方向に複数次々と形成
されている。圧入孔１１１の両端にはそれぞれ、座グリおよび面取り加工による逃げ部１
１１ａが形成されている。
圧入孔１１１の径方向内方に突出する複数の凸条１１２ａは、周方向に均等に配置されて
いる（本実施形態では１０°毎に１８本）。なお、本実施形態の歯車部材１１０では、凸
条１１２ａ部分の内径を圧入孔１１１の直径と同じく１０ｍｍとして、この凸条１１２ａ
と各凸条１１２ａ間の圧入面１１２ｂとの高低差（ローレット高さ）が０．５～１０μｍ
となるように形成されている。
軸受部材１２０は、圧入面１１２ｂよりもわずかに大きく形成され圧入孔１１１に圧入さ
れる外周面１２０ａと、軸線Ｏ方向に貫通する中心孔１２１とを有し、圧入孔１１１より
も軸方向長が大きい円筒状に形成されている。この軸受部材１２０は、圧入孔１１１に圧
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入されると、圧入により外周面１２０ａが圧縮されるとともに、さらに凸条１１２ａが外
周面１２０ａに食い込むことにより、歯車部材１１０に対して強く固定される。軸受部材
１２０の中心孔１２１の軸方向両端部にはそれぞれ、第１の面取り部１２１ａが予め形成
されている。
以上のように形成された歯車部材１１０および軸受部材１２０の組立方法と、両部材を組
み付けてなるプラネタリギヤ１３０について説明する。
まず、図５示す歯車部材１１０の圧入孔１１１に対して軸受部材１２０を圧入し、図６に
示すように軸受部材１２０の両端が圧入孔１１１から突出するように両部材を組み付ける
。これにより、外周面１２０ａには凸条１１２ａにより噛合部１２０ｂが形成されるので
、歯車部材１１０と軸受部材１２０とは、図６および図９に示すように、各凸条１１２ａ
と噛合部１２０ｂとからなる凹凸形状で嵌まり合い、回転方向のズレが防止される状態と
なる。
このとき、軸受部材１２０は、圧入された圧入孔１１１よりも軸方向長が大きいため、そ
の両端が圧入孔１１１から突出し突出部分１２２となっている。
次いで、工具１５０を用いて、図７に示す塑性変形工程を行うことにより、両部材の軸方
向のズレを防止するように軸受部材１２０を変形させる。ここで、塑性変形工程とは、対
象部材に機械的力を加えて塑性変形を生じさせる加工工程を意味する。
工具１５０は、軸受部材１２０の中心孔１２１に施された第１の面取り部１２１ａが軸線
Ｏとなす面取り角度（ここでは４５°）よりも軸線Ｏに対して鋭角をなす円錐面１５１を
有している。
塑性変形工程では、この工具１５０を、圧入孔１１１に圧入された軸受部材１２０の中心
孔１２１に両端から押し込む。これにより、工具１５０の円錐面１５１によって中心孔１
２１の内周面は第１の面取り部１２１ａの内側から軸方向中心側へ向かい徐々に拡径され
、軸受部材１２０には、軸線Ｏに対して第１の面取り部１２１ａとは面取り角度が異なる
第２の面取り部１２１ｂが形成される（図８）。
第２の面取り部１２１ｂが形成されるのと同時に、工具１５０によって内径側から押し広
げられた軸受部材１２０の突出部分１２２は、圧入孔１１１による外周面の規制がないの
で、図８示すように径方向外側に押し拡げられ、その外径が圧入孔１１１の内径よりも大
きくなる。
軸受部材１２０は、圧入孔１１１内径よりも大きく拡径された突出部分１２２が圧入孔１
１１の両端で歯車部材１１０を軸方向に挟み込むことにより、圧入孔１１１（歯車部材１
１０）に対する軸方向の移動が抑止される。
このように組み付けられたプラネタリギヤ１３０は、歯車部材１１０と軸受部材１２０と
が凸条１１２ａおよび噛合部１２０ｂによって回転方向のズレが防止されるとともに、突
出部分１２２によって軸方向のズレが防止される。
なお、図では凸条１１２ａと噛合部１２０ｂとからなる凹凸形状を説明のため誇張して大
きく図示しているが、凹凸形状の高低差は、上述したように０．５～１０μｍ程度であっ
ても回転方向および軸方向のズレを防止する効果を十分に得ることができる。
【０００７】
以下、本発明の第３実施形態について、図１１～図１５を参照して説明する。
図１１は、本実施形態の回転伝達組立体を構成する回転伝達部材としての歯車部材２１０
と、この歯車部材２１０に固定される内側部材としての軸受部材２２０とを示す断面図で
ある。本実施形態の回転伝達部材２３０は、減速機等に用いられる図１８に示すような遊
星歯車機構（歯車機構）２４０のプラネタリギヤであって、軸受部材２２０の内側にシャ
フトを挿入して使用される。そのため、歯車部材２１０は歯車に好適な高強度の材質で形
成され、軸受部材２２０はシャフトに対する摺動性が良好な材質で形成されることが好ま
しい。また、これら歯車部材２１０および軸受部材２２０は、粉末成形および焼結により
、安価に大量生産が可能である。
歯車部材２１０は図１１に示すように、外周面に歯車形状を有し、軸線Ｏ方向に貫通する
貫通孔としての圧入孔２１１が形成されている。この圧入孔２１１は、略円筒状の圧入面
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２１３により形成され、圧入面２１３は、滑らかな環状面２１３ａと、環状面２１３ａを
基準として径方向内方に突出し周方向に次々と設けられた複数の凸条２１２ａとを備えて
いる。圧入孔２１１の両端には、座グリ部２１１Ａと面取り部２１１Ｂとが形成されてい
る。
複数の凸条２１２ａは、周方向に均等に配置され（本実施形態では１０°毎に１８本）、
軸受部材２２０の歯車部材２１０に対する圧入方向前方側（図の右方）から後方側（図の
左方）へ向かい圧入孔２１１の途中まで設けられている。なお、本実施形態の歯車部材２
１０では、環状面２１３ａの内径、すなわち、圧入孔２１１の直径を１０ｍｍとして、こ
の環状面２１３ａに対する各凸条２１２ａの高さが０．５～１０μｍとなるように形成さ
れている。また、各凸条２１２ａ間の圧入面２１２ｂは、環状面２１３ａと同一径となっ
ている。
歯車部材２１０の圧入孔２１１に圧入される軸受部材２２０は、図１１に示すように、圧
入孔２１１の圧入面２１３，２１２ｂに対してわずかに大きい外周面２２０ａと、第１の
面取り部２１ａが形成された中心孔２２１とを有する円筒状に形成されている。
以上のように形成された歯車部材２１０および軸受部材２２０の組立方法と、両部材を固
定してなるプラネタリギヤ（回転伝達部材）２３０について説明する。
まず、歯車部材２１０の圧入孔２１１に対して、図１１に示す圧入方向で軸受部材２２０
を圧入し、図１２に示すように、歯車部材２１０に対する圧入方向前方側（図の右方）で
圧入孔２１１から軸受部材２２０を突出させ、突出部分２２２を設けておく。
軸受部材２２０を圧入孔２１１に圧入することにより、軸受部材２２０の外周面２２０ａ
には凸条２１２ａによって噛合部２２０ｂが形成される。歯車部材２１０と軸受部材２２
０とは、図１２および図１３に示すように、各凸条２１２ａと噛合部２２０ｂとからなる
凹凸形状で嵌まり合い、凸条２１２ａの圧入後方側端面２１２ｃが軸受部材２２０の噛合
部２２０ｂの圧入後方側端面２２０ｃに当接する状態となる。なお、この噛合部２２０ｂ
を形成する軸受部材２２０の変形は、塑性変形あるいは弾性変形のいずれであってもよい
。
次いで、拡径用工具２５０を用いて、図１４に示す拡径工程を行い、歯車部材２１０と軸
受部材２２０とを互いに固定する。
拡径用工具２５０は、軸受部材２２０の中心孔２２１に施された第１の面取り部２２１ａ
が軸線Ｏとなす面取り角度（ここでは４５°）よりも軸線Ｏに対して鋭角をなす円錐面２
５１を有している。
拡径工程では、図１４に示すように、この拡径用工具２５０を、圧入孔２１１に圧入され
た軸受部材２２０の中心孔２２１に、圧入方向前方から後方へ（図の右方から左方へ）向
けて押し込むことにより、拡径用工具２５０の円錐面２５１によって中心孔２２１の内周
面２２１ｃを第１の面取り部２２１ａの内側から軸方向中心側へ向かい徐々に拡径し、塑
性変形させる。
この拡径工程により、軸受部材２２０には図１５に示すように、軸線Ｏに対して第１の面
取り部２２１ａとは面取り角度が異なる第２の面取り部２２１ｂが形成される。同時に、
圧入孔２１１による外周面の規制がない突出部分２２２は、外径が圧入孔２１１の内径よ
りも大きくなるように塑性変形される。
以上のように歯車部材２１０と軸受部材２２０とを組み付けて拡径工程を行うことにより
、凸条２１２ａおよび噛合部２２０ｂによって回転が規制されるだけでなく、凸条２１２
ａおよび端面２１２ｃによって軸受部材２２０の圧入方向前方への移動が規制される。こ
の状態から軸受部材２２０を歯車部材２１０に対して軸方向右方へ移動させるためには、
凸条２１２ａの端面２１２ｃが軸受部材２２０の外周面を削り込むのに必要な力に打ち勝
つ大きな力が必要である。
さらに、拡径された突出部分２２２による軸受部材２２０の圧入方向後方への移動規制が
なされ、回転方向および軸方向にズレを生じないプラネタリギヤ２３０を製造することが
できる。
なお、図では凸条２１２ａと噛合部２２０ｂとからなる凹凸形状を説明のため誇張して大
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きく図示しているが、凹凸形状の高低差は、上述したように０．５～１０μｍ程度であっ
ても回転方向および軸方向のズレを防止する効果を十分に得ることができる。
【０００８】
次に、本発明の第４実施形態について、図１６，１７を参照して説明する。
図１６は、本実施形態の回転伝達部材２６０を構成する歯車部材（回転部材）２１０と、
この歯車部材２１０に固定される軸受部材２８０とを示す断面図である。歯車部材２１０
は、第２実施形態における歯車部材２１０と同一である。本実施形態の回転伝達部材２６
０も、第３実施形態と同様に減速機等に用いられる図１８に示すような遊星歯車機構（歯
車機構）２４０のプラネタリギヤであって、軸受部材２８０の内側にシャフトを挿入して
使用されるので、歯車部材２１０は歯車に好適な高強度の材質で形成され、軸受部材２８
０はシャフトに対する摺動性が良好な材質で形成されることが好ましい。また、これら歯
車部材２１０および軸受部材２８０は、第３実施形態と同様に、粉末成形および焼結によ
り、安価に大量生産が可能である。
上述したように、歯車部材２１０は、第３実施形態における歯車部材２１０と同一である
ので、その詳細な説明は、ここでは省略する。
歯車部材２１０の圧入孔２１１に圧入される軸受部材２８０は、図１６に示すように、圧
入孔２１１の圧入面２１３，２１２ｂに対してわずかに大きい外周面２８０ａと、軸線Ｏ
方向に形成された中心孔２８１とを有する円筒状に形成されている。また、この軸受部材
２８０の端面２８２には、断面三角形状の溝部２８２ａが設けられている。
この軸受部材２８０を、図１６に示す方向で歯車部材２１０の圧入孔２１１に圧入して、
歯車部材２１０に対する圧入方向前方側（図の右方）で突出部分２８３が設けられるよう
に圧入孔２１１から軸受部材２８０を突出させる。
このようにして、軸受部材２８０を圧入孔２１１に圧入した状態は、図１２，１３に示す
第３実施形態の場合と同様であり、この状態から軸受部材２８０を歯車部材２１０に対し
て軸方向右方（圧入方向）へ移動させるためには、圧入力に打ち勝つ大きな力が必要であ
る。
次いで、拡径工程を行い、図１７に示すように軸受部材２８０を歯車部材２１０の圧入孔
２１１の端部に密着させ、両部材を軸方向に固定する。すなわち、歯車部材２１０と軸受
部材２８０とが互いに移動しないように固定保持した状態で、突出部分２８３側の溝部２
８２ａに対して、たとえばくさび状の工具を圧入方向後方（図の左方）へ向けて打ち込む
ことにより、溝部２８２ａの外周側を径方向外方へ変形させる。これにより、突出部分２
８３の外径が圧入孔２１１の内径よりも大きくされるので、軸受部材２８０の歯車部材２
１０に対する圧入方向後方への移動が規制される。部材に塑性変形を与えて部材同士を密
着させるこのような工程は、かしめ工程とも称される。
以上のように歯車部材２１０と軸受部材２８０とを組み付けて拡径工程を行うことにより
、凸条２１２ａおよび噛合部による回転規制、凸条２１２ａの端面および端部による軸受
部材２８０の圧入方向前方への移動規制、拡径された突出部分２８３による軸受部材２８
０の圧入方向後方への移動規制がなされ、回転方向および軸方向にズレを生じないプラネ
タリギヤ２６０を製造することができる。
なお、以上の実施形態において示した各構成部材、その諸形状や組み合わせ等は一例であ
って、本発明の趣旨から逸脱しない範囲において設計要求に基づき種々変更可能である。
たとえば、上記第３実施形態において、凸条２１２ａは圧入孔２１１の軸方向途中まで形
成されているが、これを軸方向全長にわたり形成してもよい。この場合、軸受部材を圧入
方向後方にも突出させておくことにより、凸条の圧入方向後方端面と軸受部材の外周面に
形成される噛合部の後方端面とが当接されるので、軸受部材が回転部材に対して前方にず
れるのを防ぐことができる。
また、上記第４実施形態においては、図１７に示すように、右側の溝部２８２ａの外周側
のみを径方向外方へ変形させているが、軸受部材２８０の左側に設けられたＶ字状の溝部
２８２ａの外周側も径方向外方へ変形させてもよい。このようにすることで、圧入方向前
方への抜け力をさらに高めることができる。また、図１７に示すように、右側の溝部２８
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２ａの外周側のみを径方向外方へ変形させる場合には、左側の溝部２８２ａは省略しても
よい。
以上の説明において、回転伝達部材は、同様の回転伝達部材と直接接触して回転力を伝達
する歯車としたが、本発明はこれに限定されず、ベルトを介して回転力を伝達する溝付き
プーリー、チェーンを介して回転力を伝達するスプロケットなどであってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０００９】
以上説明したように、本発明によれば、軸の倒れがなく回転ズレおよび軸方向のズレが防
止できる回転伝達組立体（プラネタリギヤなど）を、回転伝達部材（歯車など）の貫通孔
（圧入孔）に内側部材（軸受部材など）を圧入するだけで容易に製造することができ、機
械効率がよく騒音や異常摩耗が小さい歯車機構を低コストで提供することが可能となる。
つまり、本発明は、内側部材（軸受部材など）および回転伝達部材（歯車など）のコンパ
クトな係合を可能とすることを特徴としており、特に遊星ギヤに採用されることにより、
遊星歯車機構の小型化に大いに寄与するものである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態による回転伝達部材と、この回転伝達部材に嵌合される部
材とを示す半断面図である。
【図２】図１に示す回転伝達部材の圧入孔に内側部材を圧入させた軸受付回転伝達部材を
示す半断面図である。
【図３】図２に示す回転伝達部材および内側部材からなる軸受付回転伝達部材を示す要部
拡大図である。
【図４】遊星歯車機構を示す図である。
【図５】本発明の第２実施形態を説明する図であって、回転伝達部材と、この回転伝達部
材に嵌合される軸受部材とを示す半断面図である。
【図６】図５に示す回転伝達部材の圧入孔に軸受部材を圧入した状態を示す半断面図であ
る。
【図７】回転伝達部材に軸受部材を固定する塑性変形工程を示す半断面図である。
【図８】回転伝達部材に固定された軸受部材の突出部分および面取り形状を示す要部拡大
図である。
【図９】図６に示す回転伝達部材および軸受部材からなる軸受付回転伝達部材を示す要部
拡大図である。
【図１０】遊星歯車機構を示す図である。
【図１１】本発明の第３実施形態による回転伝達部材を構成する回転部材およびこの回転
部材に嵌合される軸受部材を示す半断面図である。
【図１２】図１１に示す回転部材の圧入孔に軸受部材を圧入嵌合させた状態を示す半断面
図である。
【図１３】図１２に示す回転部材および軸受部材の径方向の嵌合状態を示す模式図である
。
【図１４】本発明の第３実施形態における拡径工程を示す模式図である。
【図１５】拡径工程により変形され、第２の面取り部が形成された軸受部材を示す要部拡
大図である。
【図１６】本発明の第４実施形態による回転伝達部材を構成する回転部材およびこの回転
部材に嵌合される軸受部材を示す半断面図である。
【図１７】圧入嵌合され固定された状態の回転部材および軸受部材を示す断面図である。
【図１８】遊星歯車機構を示す図である。
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